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○議員（小山内浩一君・登壇）：一般質問通告書に

基づき２項目５点ほどについて質問させていただき

ます。 

まず始めに、社会教育、生涯学習についてという

ことで本日の同僚議員の質問の中にも後半尐し重複

する点等がありますが再度村長、教育長に聞くこと

もあるかと思います。重複する点はお許し願いたい

と思います。私もこの場に立つ４年以上前、社会教

育委員として約１０年間が経った自分の反省やらこ

れからの自分の目標やら発奮材料にしたく社会教育

や生涯学習について今一度、村長教育長の考え方こ

れからの方針についてお聞きしたいと思います。質

問するに当たりまして社会教育とはどういうことか。

生涯学習とはどういうことかということでいま一度

ネット等で調べさせていただきました。社会教育に

ついては学校教育以外の社会において行われる教育

活動日本では明治時代から使われ始めたということ

で、すごい古い歴史があるのだということを再認識

いたしました。また、生涯学習については人々が生

涯にわたり主体的に続ける学習活動のことというこ

とで私の認識と若干違いまして主体的に自分自身が

学習活動を続けるんだと生涯学習は与えられるもの

ではないというような認識を私は、再認識いたしま

した。そこで１番目の質問ですが今、日本は尐子高

齢化の時代を迎え今までの社会教育や生涯学習の概

念とは異なった行政のあり方や政策が必要であると

考えられます。これからの猿払村の社会教育、生涯

学習の方針考え方について村長・教育長にお尋ねし

たいと思います。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではお答えい

たします。村長と教育長となっておりますのでまず

私の方から答弁させていただきたいと思います。生

涯学習につきましては、改めて申し上げるまでもご

ざいませんし、また今小山内議員もお調べになった

という部分で同じ考えなのですけども生涯を通じて

行う学習活動を生涯学習といっているのでございま

してその概念には社会教育のほか学校教育や組織的

に行わない個人的な学習さらには首長部局や関係機

関などで行われているさまざまな活動を含むもので

ございましてそうした生涯学習の概念という部分で

はそのときどきで変わるものでないと考えますけど

も、ご質問にもありますとおりその推進にあっては、

社会を取り巻く環境変化あるいは新たな課題に的確

に対応していく必要があるというふうに考えており

ます。また生涯学習の中の大きな柱とも言えます社

会教育の推進にあっては社会教育法で定めている市

町村の教育委員会の事務を基本としながらも今の尐

子・高齢化社会の現状や、住民の生活環境の変化に

対応した学習機会の提供や場の提供のあり方などそ

の時代に適応した役割が求められるとそういうふう

に受けとめておりまして今後に向けては関係部署機

関とも十分に連携を図りながら新たな支援体制など

協議していくことも必要だろうと考えておりますの

で、そういった意味では村長が日頃強調されており

ます行政内部での十分な横の連携というものがこと

さら重要なポイントなのかなとそういうふうに認識

しております。また、これまでの経済成長ともに我

々、さまざまなものが手に入るようになりまして物

質的には満たされてきた反面現在においては長期に

わたる景気の低迷また本村を含めた地方に合った財

政難過疎化そして尐子高齢という状況の中で懸念さ

れる人と人とのつながりや心の豊かさを何よりも重

視し大切にしていくべきとそういうふうに痛感して

おります。そういった中では今までの形ではなくて

今後の社会教育の中では国の方針や地域の実情に応

じて行政が主体となって計画していくものときには

学習や活動に対するきっかけづくりを行いまた、仕

掛けていくことも必要ではないかと考えております

ので今小山内議員もご尽力いただいている１２名の

社会教育委員にも率直な意見等をもらいながら着実

に取り組んでまいりたいと考えてますので、ご理解

賜りますようお願いし、最初の答弁させていただき

ます。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまのご質問に対

ししまして私からも答弁いたします。社会教育・生

涯学習についての質問にお答えいたします。社会環

境が変化しましたので当然行政の在り方施策も変化

しなければなりません。これは単に社会教育だけの
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ことではありません。ただ、その前に実際今行われ

ていることの検証も必要かと思われます。何の目的

のために、その事業が行われているのか、今やらな

ければならない事業なのか。目的もなくただ継続的

に行われているだけではないのか。いろんな検討を

しなければいけないと思っているところでございま

す。今回先日も申し上げましたが、全体の予算編成

基本方針の重点項目の１番目に経常経費を１０％削

減しその削減した１０％で、新しい住民サービスを

することということを挙げておりましたが、その目

的は十分に果たせなかったと認識しております。た

だ、重点項目に挙げた意図は前年と全く同じことを

するのではなく尐しでも環境の変化に伴うサービス

を提供していくということを意図したものでありま

す。来年度以降も改革を求めて、やっていきたいと

思ってるとこでございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：教育長の答弁の中

で後半の方に本村を含めた地方にあっては財政難、

過疎化、そして尐子高齢という状況の中で、懸念さ

れる人と人とのつながりや心の豊かさを何よりも再

重視し、とありました。私も思うところは一緒でご

ざいます。この社会教育生涯学習の質問にあたって

先ほど同僚議員の質問や答弁の中にもありましたけ

ど人づくりに関すること個々にある心の豊かさ金銭

や物欲の豊かさではなく人というものがこの社会教

育や生涯学習につながっていくのではないのかなと

いうふうに思います。村長がここで観光面の質問や

行政改革の質問をするときに行政マンとしての人づ

くりや、人づくりをこれからも頑張っていくんだと

いう答弁がこの１年間の間に、多々ありました。そ

こでもう一度だけ村長の方にこの通告書にはないの

ですがやはり私は生涯学習や社会教育は活発に行わ

れる地域というのは、他の地域を見てもやはり人と

いうものがキーマンになっているというふうに考え

ます。やはり住民として、みんな住民ですから住民

としての人、子どもたち、学童や児童についてとし

ての人、ここにおられる行政マンとしての人、高齢

者になってもやはり、猿払村住民を代表する人とし

て考えます。これからの社会教育や生涯学習に人と

して携わっていくためには、村のために人づくりに

ついてという観点からもう一度村長に意見を求めた

いと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：何度も申し上げており

ますとおり、人づくりは村づくりの基本でございま

す。常に前進をめざして前向きに仕事をしていくと

いう姿勢が我々公務員にとっても必要不可欠だと思

っているところでございます。この社会教育、生涯

教育におきましても多くの職員がまず今行われてい

る行事いろんな催しものにですねこれに積極的に参

加して自分の目でこれを確かめると。その中で、も

うこの行事は必要ではないのではないのかと、もう

目的を失ったのではとないのかとそのようなことを

職員みずからやっていかなければいけないと思って

おりますし、私も積極的に今年は参加しようと思っ

ておりますので、議員の皆さんも是非参加していた

だきたいなと思っているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：最初に申し上げた

とおり社会教育とは学校教育以外の社会で行われる

教育活動といいます。２番目の質問に移りますが社

会教育については生まれたときから、乳幼児からお

年寄りまでと非常に範囲が広く地域やこの猿払村全

体での事業や活動が不可欠と私は考えます。今村長

の答弁にもありましたが、さまざまなイベントを仕

掛けていくような話も１２月のこの議会でも、私の

質問に対する答弁でもありました。そのことも鑑み

ながら２３年度の社会教育生涯学習の具体的事業の

実施計画について教育長にお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君）：それではただいまの小山

内議員の質問にお答えいたします。生涯学習の概念

を基本としまして猿払村の平成２３年度から新たに

始まります５カ年の社会教育推進計画では家庭教育、

青尐年教育、成人・高齢者教育など、５つの領域を

設けまして議員からありました人づくりを中心とし

たキーワードを掲げております。それをちょっと申

し上げますと。家庭教育にあっては親子の絆を深め、
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心豊かな人間性を育む青尐年教育におきましては、

ふれあいを通じてたくましい人間を育むと。成人・

高齢者教育では自己を高め、潤いと活力ある人間を

育む文化・スポーツでは健康で活力がある、個性豊

かな人間を育むという人づくりを中心としたキーワ

ードを考えております。そうした中で生涯学習にも

結びつきます平成２３年度の社会教育事業に関しま

しては、ただいま申し上げましたキーワードをもと

にして今後取り組むべき重点項目を明確にして事業

を計画したところでございますけれども内容として

はこれまで実施してきた事業に加えて新たな事業も

計画をしております。２３年度に新たに計画してお

ります事業の１つ目なんですけども猿払村の自然や

産業など、地域の特性を生かした学習活動に、親子

が一緒に参加することで、より一層親子のきずなが

深まっていくことをねらいとしました親子ふれあい

事業親子で学ぼうという事業を展開する予定になっ

ています。２つ目なんですけども文化やスポーツな

どさまざまな分野の公園を聞くということは大事な

ものですから学習活動へのきっかけづくりと意欲向

上また、住民に対する学習機会と場の提供を目的と

しました学びの場、生涯学習講演会の実施を予定し

ています。３つ目なんですけども小学生を対象とし

ましたスポーツの実技指導としまして学童保育と連

携したジュニア水泳教室の実施を計画しております。

またそのほかにも宗谷教育局と連携しまして新入学

児童の保護者を対象としまして家庭での学習や子ど

もたちの生活等について情報提供する子育て支援学

習プログラムの実施に向けて、今現在調整をしてい

るところでございます。なお、執行方針等でも述べ

ましたけれども、これまでの事業としての健康づく

りの一環としてのノルディック・ウォーキング講習

会、高齢者教育としての百寿大学、青尐年教育とし

てのどろんこ広場への支援、家庭教育として子育て

支援センター、PTA 連合会と連携協力しましての家

庭教育講座それと学習活動のひとつとしての読書に

あっては、図書室の蔵書充実と移動図書館車の村内

巡回、スポーツ、文化の面ではイチニの会、村民ス

キー大会、スノーフェスティバル、中央芸術学校公

演、文化祭なども今年度も継続して実施してまいり

たいと思います。また、ただいま申し上げました事

業以外でも今年度また、平成２７年度までの５か年

の中でそのときどきの情勢に応じた事業の計画また

は見直しも図りながら確実に推進してまいりますこ

とを申し上げまして答弁とさせていただきます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：２３年度の具体的な事業

の実施計画についていうことで今２３年度には新た

に３つの事業が計画になっていると。また２７年度

までの５か年計画で、また新たな計画、見直し等も

図りながら推進していくということですが、１つず

つちょっとより具体的にちょっと聞きたいと思いま

す。１つ目の、猿払村の自然や産業など地域の特性

をいかしたとあります。そういうことをねらいとし

た親子ふれあい事業、親子で学ぼうの実施とありま

すがこの中身について、具体的計画ができ上がって

いるのであれば概略だけでもお教え願えればと思い

ます。また、自然や産業の地域の特性を生かした学

習活動となるとちょっと私の頭に浮かぶのはどろん

こ広場とも競合というかかぶるところがあるのでは

ないのかなと考えるものですからまず１つ目の親子

ふれあい事業について、親子で学ぼうの具体的な中

身についてお教えいただければと思います。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではお答えい

たします。平成２３年度で親子ふれあい事業、親子

で学ぼう事業を計画しておりますけれども、これに

つきましては猿払村の自然特性を生かした学習活動

に親子が一緒に参加することでより一層親子のきず

なを強めていただきたいと。そういったものは、家

庭教育とも関係してくると思いまして、今予定とし

てなんですけども主催教育委員会で年３回を考えて

おります。今時期的には６月あるいは７月ぐらいま

た９月ぐらい２月ぐらいということでその学ぶ猿払

の自然なのですけどもこれは今村の職員の中で鳥や

自然等に詳しい職員もいますので、そういう方をい

かして自然観察なんかをしてみたいなと。それと２

回目については当然猿払の自然の特徴としての水産

の関係もございますので学ぼう猿払の水産編という

ことでこれはてっとり早く村長にもお願いしてみよ
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うなかと思いましてその他には３回目は、今度は学

ぼう猿払の酪農ということでこれは今まだ講師は決

まっておりませんけれども、酪農について学んでい

きたいなとそういうふうに考えています。対象につ

いては小学生の親子でもって中身を深めていきたい

なとそういうふうに思っております。なおどろんこ

広場につきましては、これについては継続して実施

をしてまいりたいと思いますし、また私どもの方と

しても、支援を強化していきたいなと思っておりま

す。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：一つ一つで申しわ

けないのですが、２つ目のことをちょっとの学びの

場、生涯学習講演会の中身を聞く前に非常に年３回

と精力的に１年目から計画的にやっていただくのだ

なとちょっと私も感動いたしました。ただ提案とし

て、私もいろいろ子どもたちの野外活動や自然活動

に携わってきた人間として当初は役場の行政マン、

２番目が水産関係で村長と。３番目が酪農関係と。

できれば机上で聞いたり村長の話を、１時間とか１

時間半聞くのではなく、村長の話が悪いと言ってい

るわけではないのですが、子どもたちを使うのであ

れば親子で本当に親、私たちでも水産のこと、ホタ

テのことを本当に見聞きすることは尐ないものです

からできれば、フィールドを活用した親子で学ぼう

のふれあい事業野山を駆け巡ったり浜に行ったり、

ほんとにホタテが獲れるところが見れてそれこそ拓

中生全員が帰ってくるような産業や、猿払に愛着が

わくような話や活動ができればなと思います。その

ような提案をした中で、次２番目文化やスポーツな

どさまざまな分野の講演を聞くことでちょっと今の

私の提案とちょっと相反するところなのですが、学

びの場、生涯学習講演会の内容についてお願いいた

します。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。

新たに考えている学びの場、生涯学習講演会なので

すけども、これにつきましては、文化やスポーツな

どさまざまな分野の講演を聞くということで住民の

皆さんの、学習意欲の向上と自己の高揚を図り生き

がいのある生活を営むことで・・・。学びの場の生

涯学習講演会で、よろしいのですよね。ということ

で、活力ある人間を育むことを目的としてそういう

きっかけづくりをしたいなということで今予定して

いるのは講師に、日本体育大学準教授で山本ひろし

さんというというアーチェリーの方で、アテネ・オ

リンピックの金メダリストでございます。また課題

なのですけども、成功を呼び寄せる方法とはという

ことで猿払村民の学ぶ場として今考えてるとこでご

ざいます。時期的にはいろんな事業もありますので

９月ぐらいを今めどにしておりましてこれにつきま

しては中学生以上の一般の村民の方、幅を広くこの

講師の方の苦労話とか何ををこれから必要なのかと

いうものをみんなで勉強していく場を設けたいなと

そういうふうに思っております。よろしくご理解願

います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：生涯学習講演会、

ぜひこのような学習講演会は年に１回ど過去にもあ

ったように記憶しています。非常にアーチェリーで

たしか最年長で山本さんオリンピックに出た方と思

うのですが、できれば、その周知、広報活動も考え

ていただいて、より多くの方々が集まっていただけ

るような仕掛けを教育委員会、私社会教育委員もそ

うすが、村として行っていただきたいと思います。

３つ目の、小学生を対象したジュニア水泳教室実施

を計画しているということなのですが、まずちょっ

と気になるところが水泳教室、今猿払村には既存の

村営プールがありますがそこで講師を招いて行うの

か、それとも稚内市のプール等に出向いてやるのか

とか含めながら、中身についてもう一度お聞きいた

します。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君）：それではお答えいたしま

す。スポーツレクの関係でのジュニア水泳教室なの

ですけれどもこの目的なのですけども気軽にスポー

ツやレクリエーション環境そういった機会を提供し

まして健康を維持すること、増進することが大事な

んだよということを考える場としたいなと、そうい

うふうに思っています。この教室の中では専門の指
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導者技術指導を行うことで基本的な泳ぎ方を身につ

けて後の健康な身体づくりを寄与していきたいとい

うふうに考えております。場所につきましては村営

プールを７月下旬または８月上旬で今考えておりま

して、講師には稚内市の水夢館の職員の方に来てい

ただいてこれは小学生を対象にやってみたいなと思

っております。今回の教室は泳げない人を泳げるよ

うにするという内容ではなくてあくまでもそういっ

た健康の維持増進を子どもたちも含めてみんなで考

えていく１つの場にしたいなというふうに考えてい

ますので、よろしくご理解を願いたいと思います。

もちろん保育所との連携も必要なのかなと今考えて

おりますのでご理解願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：具体的に答弁をい

ただきありがとうございました。まず精力的に２３

年度はいろんなことを仕掛けていただきたいなと思

います。また、これまでの事業としてということで

健康ノルディックウォーキング講習会からスポーツ

文化の面ではイチニの会と８点ほどにわたって、今

までの継続事業も見直しながら続けていくというこ

とですが、次のあの高齢者福祉行政も絡むのですが、

この８つの事業もですね臨機応変に変革が求められ

ている時期ではないかと思います。一つ一つの事業

を検証していただいて、また私たち村民としても議

員としてもその事業に参加していろんなことを学ん

だり、どういうところがいいところ、どういうとこ

ろが悪いところということで同じことをひとつ継続

するのもそれはいいことなのかもしれませんが、一

つ一つの事業についてもう一度再考していただくよ

うなところもあるのではないかなというふうに私は

考えますので、そういう点もやっている、言葉悪い

ですが行っているからいいんだやっているからいい

んだではなくて、一つ一つの内容も精査をしていた

だくような事業であってほしいと思います。それで

はそのことともちょっと若干関することの質問なの

ですが、高齢者児童地域福祉行政についてというこ

とで高齢者福祉行政について、最初にお聞きしたい

と思います。高齢者教育としての百寿大学と前回教

育長の答弁にもあったのですが、高齢者福祉行政に

ついて、現状の学習会や講演会等のニーズは非常に

尐なくなってきていると私は考えます。このような

施策や事業は、過渡期を迎えている感がありますの

で高齢者福祉や地域福祉のあり方とともに、これか

らの村長の考えをお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの小山内議員

の質問にお答えをいたします。高齢者福祉行政につ

きましては、先ほどの執行方針ですでに述べたとお

りでありますが、私も、過渡期を迎えているという

感じを持っているところでございます。例えば百寿

大学につきましては参加される人数も尐なく、検討

しなければならないと感じておりますが高齢者にな

っても、知識を吸収したいという意向は最大限尊重

すべきであり参加人数が尐ないから廃止するという

ことではなくどのようにしたら参加者が増えるかを

検討しなければいけないと思っているとこでござい

ます。社会教育と同様高齢者を対象といたしました

講演会等の施策は、検討時期であると私も認識して

いるところであります。地域福祉については私は訪

問ヘルプサービスや福祉サービス利用援助事業とい

った法に基づく福祉サービスや事業のみによって実

現するものではなく、地域住民やボランティア、行

政関係諸機関が共同して実践することによって支え

られていると思っております。そういう思いの中で、

今年度から積極的に人づくりに取り組んでまいりた

いと考えております。そのために、住民を対象とし

た講演会・勉強会などの場を設けてまいりたいと考

えておるところでございます。その流れの中でサポ

ートなどをしていただける住民組織等が立ち上がっ

てこれるような環境づくりもあわせて行ってまいり

たいと考えておりますのでご理解のほどよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：高齢者福祉行政に

ついてということで村長から答弁をいただきました。

私の認識どおり過渡期に来ていて再考しなければな

らない時期だということは村長と同じ考え、私も質

問通告書に書いたとおりでございますがこの答弁書

の中に高齢者になっても、知識を吸収したいという
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意向は尊重すべきであるというふうにあります。私

も知識を吸収したいというお年寄りがいてそれは尊

重すべきだと思いますが実際どのくらい知識を吸収

したいというお年寄りがいるかとなると私はちょっ

と疑問を感じるところです。逆に私は猿払村のお年

寄り高齢者の方々から知識を出してもらうような施

策はどうかなと知識を吸収し、吸収させるというよ

り、知識を出してもらって村のために役立っていた

だくと。昨年度、私たち議員は、お年寄りの元気な

町ということで、この場でも何回か話題になってい

ますが、四国の上勝町また、道内では、白老町のお

年寄りの経営するグランマまたこのごろ道新の留萌

・宗谷版で、常に載るのはお年寄りが運営する洋品

店。地域の施策で受け身ではなく能動的に自分らか

らやるようなきっかけづくりをして話を聞くけば白

老の方々も上勝町のお年寄りに刺激を受けたと。実

際私たちも食堂で、お昼を食べた時に８０歳を迎え

る多くお年寄り、お母さん方がいきいきとしている

状況見てやはりこれは地域にはこういうところが必

要だと。上勝町でもお年寄りから取り上げて何もし

なくてもいいよ、おばあさん要するに家事も何も取

り上げると、みんな楽に年をとれば、配食サービス

が来て御飯もつくらなくていい、お風呂は、デイサ

ービスが迎えに来て、お風呂に入れるそういうのも

必要かもしれませんが、まだ自分でできる限りはお

年寄りに責任を持ってその仕事をやっていただくそ

れが私たちは猿払村にとっての地域づくりにもなる

しお年寄りの生きがいにもつながるのではないかと

私は考えます。そのような施策を私はこの猿払村に

求めるのですがこの３つの事例、いいとこばっかり

見てもしょうがないと思いますが村長どうでしょう。

その上勝町、白老町、留萌。多分情報を、新聞等で

は載っている有名なところなのでそのところをもう

一度高齢者福祉行政、福祉と言えるかどうかわかり

ませんが責任を持ってお年寄りの方々に住んでいた

だく。責任のない仕事はお年寄りにとっては仕事で

はないと。あくまでも責任を取り上げるのではなく

責任を持ってこの村のために働いていただくような、

例えを言えばシルバー人材センターみたいのが各地

域でやってますが、あれは報酬をもらって、多分こ

の村のお年寄りには無報酬でもいいという方がたく

さんおられると思います。そういう生きがいを見つ

ける施策というものを、きっかけづくり、その点に

ついてもう一度お伺いします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：正直申しまして、お年

寄りが元気に働ける元気に生きれる施策づくりとい

うのは、イメージといたしましてすぐに浮かんでこ

ないのではありますが、いろんな角度からそういう

ところを検討してまいりたいなと思っているところ

でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：もう１点。いろん

な検討をしていきたいということでありますが、百

寿大学のことをちょっと例に上げてどうでしょう、

やっぱり私の認識では聴講スタイルが多いのかなと

いう気がいたします。百寿大学もですね、聴講スタ

イルではなく教育委員会として、お年寄りの方々に

身体を動かしていただくまた子どもたちとふれあう

場を作るような百寿大学子育て支援センターと保育

所の子ども方だとかと一緒になって百寿大学が行え

るような、そのような施策に関して、教育長のお考

えをお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。

百寿大学の関係なんですけども冒頭に議員の方から

参加者が尐ない分もあるということでこの百寿大学

なんですけど、もう一回原点をみますと、百寿大学

というのは、高齢者が積極的に社会参加する方法を

学びさらに趣味・教養を高めるとともにスポーツレ

クリエーションの知識と技術を身につけみずから進

んで社会活動を行うことによって健康生活の創造と

生きがいの醸成を図ることを目指して、開設すると

なっておりますけれども今それを還元する場が必要

なのかなというふうに私なりには考えているところ

でございます。また入学者の数なのですけども私な

りに調べまして今年が１５名今から１０年ぐらい前

は８０名ぐらいの入学者がありまして地域的にも各

地区からそれぞれありました。ただ、今は残念なが

ら１５名ということで最終的には修了したのは２２
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年度１１名なんですけども鬼志別と知来別と芦野だ

けに変わっているというふうな実態もございます。

中身的なんですけども役に立つという部分では子ど

もたちと一緒にということで今年度はいろいろと学

生さんからお話を聞いてというのは、望まれれたの

かということで障子の張り替え小学校の鬼小の４年

生なんですけども老人憩いの家の和室に障子がある

んですけども、その破れているものを一緒になって

教えて小学校４年生も、学習のために障子張りを一

緒にやったということでいわゆるお年寄りがそこで

は先生になって生きがいのひとつも出てきたのかな

と思ってますけれども、そういったものもどんどん

どんどんやっていきたいなと思います。ただ、ちょ

っと長くなりますけれども私もこの参加数が尐ない

ということで何か欠陥はあるかなと思って一度間違

った判断をしまして、２０年度にふれあい学級と連

携して一緒にやったらどうなのかってできる部分そ

ういう指示をしたところですねやっている中で学生

さんからは私たちは楽しむものは楽しむでいいんだ

けれど学ぶという部分があるのでそれはやっぱりき

ちんと続けていただきたいということで今２２年度

も従来の形になっているのですけれども、そういっ

た意味では今百寿大学にとって何が求められるのか

ということをもう一度確認しながらまた意見を聞き

ながら耳を傾けながら、もちろん議会の意見もそう

なんですけれども社会教育委員それと参加者の意見

も十分に聞いた中で本当に実のあるものにしていき

たいなとそういう方向で進めたいと思っています。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：高齢者福祉行政や

地域福祉についてということで私の考えるところ村

長の執行方針にもありましたが地域福祉高齢者福祉

は基本的には教育委員会だけや保健福祉センターだ

けが個々に行ってもうまくいくものではないと考え

ております。また今年から公共交通の宗谷バスの路

線が変わるということでお年寄りの方々に、小石と

か豊里芦野地区についてはデマンド型交通村内全域

に７０歳以上の高齢者を対象とした有償福祉福祉有

償タクシーまた住宅の方の施策では高齢者向け公営

住宅の建設が急務になっていると。この中で、ユニ

バーサルデザインの考えに基づいた設計を考えたい

ということがありますがユニバーサルデザイン確か

にみんなが使いやすいデザインになるんだろうなと。

みなさんが使う言葉ですが高齢者や障害者や、普通

の人方が使いやすいんだよという建物になったり、

交通になるのは私も、大歓迎です。ですが、そこに

は、年齢や性別や様々なものがさまざまな人方が集

まって初めてユニバーサルデザインが生かされると

いうふうに考えます。過去に建てられた高齢者住宅

等を見るとどうしても高齢者のみが住んで１つの地

域として成り立っているのかなというのではちょっ

と首を傾げるところがあります。設計段階からユニ

バーサルデザインとは建物もそうですが気持ち的に

も心的にもお年寄りの方々がユニバーサルになるよ

うなそのような施策をお願いして次の質問に移りた

いと思います。家庭学校地域での教育力の低下が昨

今、日本では、言われ続けております。猿払村の現

況において教育長の考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それでは今の小山

内議員のご質問にお答えいたします。教育関係に関

する全国的な話題の中でご質問にありますとおり昨

今、家庭学校地域の教育力が低下していると言われ

ておりまして特に家庭地域における教育力の低下と

いうのが非常に問題視されております。ご承知のと

おり、家庭教育というのはすべての教育の出発点で

ございまして子どもが基本的な生活習慣や他者、ほ

かの方とのかかわりそれと社会のルールといいます

か、規律などを身につける上で重要な役割を果たす

ものでございます。そういった中で家庭の教育力の

低下と言われる主な原因なのですけどもこれは端的

には子どもへの必要以上の干渉とあるいは過保護言

葉はよくないのですけれどもそういう説明が全国的

にされております。過保護それと過度な、過ぎた度

を越した放任などが挙げられておりましてこれは近

年の核家族化や尐子化さらには親の育児不安から来

る虐待など家庭を取り巻く環境の変化というのが背

景にあるとされております。一方、地域の教育力の

低下ということなんですけども特に都市部において
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は地域住民同士の関わりそれと子どもとの関わりの

薄さが要因の１つと言われておりましてまた地域や

親の学校に対しての依存というのも過度に依存して

いるのではないかとそういうのが指摘されていると

ころでございます。そういった中でご質問にありま

す猿払村の現状はどうなんだということなんですけ

れどもそれぞれの教育力の低下を示す数値とかデー

タというのは持ち合わせておりませんけれども都市

部とは違う猿払村の状況の中ではまた地域住民同士

のかかわりが都市部よりも濃い中で、また子どもが

身近に見えると、そういう環境中ではまた学校保護

者の関係でも地域から信頼される学校になろうとい

うことで今努力している中では私としては問題視さ

れるような状況にはないというふうには考えていま

す。しかしながらさらにこの核家族化が進んで尐子

化が進んで人の価値観というのもいろいろ変わって

多様化する中でいつまでも都市部と違うからいいん

だということではなくて楽観視しているわけにはい

かないものと私は受けとめております。いずれにい

たしましても家庭学校地域の結びつきというのも強

めてそれぞれが役割、力を発揮することが重要と考

えますので今後においても学校教育と社会教育の連

携はもとより社会教育にありましては先ほどお話し

しました福祉事業を展開する中で家庭学校地域の教

育の保持向上に努めていただきたい、努めていただ

くように執り進めていきたいと考えています。よろ

しくご理解願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：ここで私が教育力

の低下が昨今言われている、猿払村の現状と考えを

とありましたがデータには私もなくていいのかなと

いうふうに考えております。教育力の低下、私は学

習面学力が低下しているとか、そういうことではな

く社会人として社会としてどのような子どもたち私

たち地域住民が今の教育力に対して务っているのか

なと。管内でも、児童虐待や親による DV 等はちょ

っと時期はずれましたが耳にすることが多いです。

村長も教育長も同じ思いではと思いますが、猿払村

ではそんな虐待があってはならない。ましてや最悪

の事態がこの村であることは私は信じられないとい

うような状況にあるものですからそのような児童虐

待の認識だとかそのようなデータだとか、情報収集

が教育長の方、教育委員会としてできてあるのであ

れば公表できる範囲でよろしいので、ある・ないで

もよろしいです。答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（伊藤浩一君・登壇）：一応昨年に

おきましても幼児虐待と、ＤＶの関係につきまして

は、現実的にはありました。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：尐し保健福祉課長

の答弁を聞いてショックを受けています。私は猿払

村ではないんじゃないのかなというふうに考えてい

たものですから。ぜひ、あるという事実があれば、

やはり私たち住民もそうですが、教育委員会、保健

福祉センター、保育所、小学校、中学校等が協力を

し合ってぜひそのような事態がなくなるような地域

であることを望みます。それでは３番目の質問に移

ります。今の問題も地域福祉に関して、関連すると

ころがあると思いますが地域福祉については、より

具体的で村民に目に見える活動や事業が必要と考え

ます。非常に守備範囲が広くて事業展開等は難しい

ことも私自身理解いたしますが地域福祉について、

２３年度の活動、事業計画についてお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの小山内議員

の質問にお答えいたします。２３年度の保健福祉課

関係の事業計画活動につきましては児童福祉関係事

業として要保護児童対策地域協議会での検討会議を

開催、障害者福祉関係として精神の集い「たんぽぽ

」の事業活動や精神の家族の集まりの開催及びその

他障害に対する仲間との交流活動の場づくり開催や

通院通所による交通費助成、高齢者福祉関係として

介護予防事業の実施として機能訓練介護予防教室栄

養教室除雪サービス事業の実施その他として生活困

窮者福祉事業民生委員児童委員及び日赤奉仕団など

の委員活動及びボランティア活動また、２３年度の

社会福祉協議会の事業等につきましては高齢者のた

めの事業としてふれあい学級、お年寄りの生きがい

活動支援としてふれあいサロン保健福祉総合センタ
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ーの一室を利用して気軽に集まれる場の提供。配食

サービス事業ボランティアによる利用者への食事の

提供。などとなっております。ほかにも保健福祉課

や社会福祉協議会ではさまざまな事業実施の計画と

なっております。必要であれば後ほどさらに詳しい

説明を担当者より説明いたさせます。なかなか目に

見えない活動もあるかもしれませんが住民の意識を

高めるためにももっと目に見えるよう努力の必要が

あると感じているところであります。以上でござい

ます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：すいません。必要

であればということなのでさらに詳しい計画を、担

当者の方からお聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（伊藤浩一君・登壇）：今の村長の

答弁とダブりますけれども説明させていただきます。 

児童福祉ということで内容についてもご説明した

方がよろしいでしょうか。児童福祉ということでこ

れは児童虐待防止法及び児童福祉法の一部改正によ

り法的な児童虐待に対する市町村の責務と組織づく

りに対応するため猿払村では平成１８年に、委員１

３名による要保護児童対策地域協議会を設置してお

ります。この部分で先ほど申し上げた幼児虐待です

とかＤＶの部分についての関係機関もしくは関係団

体と組織をつくって協議をしております。その中で

昨年ですけれども一応検討会議ということで１回２

件の事例について検討しております。 

続きまして障害者福祉ということで、これは先ほ

ど眞田議員からも質問がございましたけれども、障

害者自立支援法に基づいて、障がい者福祉プランこ

れは第２期計画として平成２１年度から２３年度こ

れを見直しを行って平成２３年度来年度今年度２３

年度になりますけれども第３期の２４年度から２６

年度までを策定して障害者の支援の充実を図ってま

いりたいというふうに思っております。その福祉計

画の中で精神の集いたんぽぽの継続、活動の継続を

してまいりたいというふうに考えております。それ

と２番目として、精神の家族の集まりの継続という

ことで、これにつきましては村長の執行方針にあり

ましたとおり家族会の設立に向けて検討していきた

いというふうに考えております。 

続きまして、障害者総合相談窓口の広報というこ

とで一応保健福祉総合センターには障害者に限らな

いで、住民全体の相談窓口として認知されるよう今

後はもっと広報活動に努めてまいりたいというふう

に考えております。あとは各種相談事業等の活用と

いうことで、宗谷圏域障害総合相談支援センターに

よって困難ケースによる支援事業を積極的に活用し

てまいりたいというふうに考えております。続きま

して、要支援者の発見と支援の検討と具体化という

ことで、これは保健師による訪問活動いう部分で家

庭訪問、連絡電話、来所等によって地域住民または

民生委員さんからの情報収集等に基づいて本人及び

家族の生活状況を把握して、宗谷圏域センターと連

携しながら困難ケースや引きこもり世帯への相談支

援を行っていきたいというふうに考えております。 

それと助成事業でございますけども、精神だとか

特定疾患それと、早期療育事業及び近隣町村地域活

動支援センター等を利用している方々に対しまして

２分の１でございますけれども通院通所の交通費助

成をこれも継続して行ってまいりたいというふうに

思っております。 

続きまして、外出の機会ということで、これは仲

間との活動交流の場作りということで、介護予防教

室料理教室等の参加を継続して実施していきたいと

いうふうに考えております。続いて高齢者福祉とい

うことでこれは保健福祉課の方と地域包括支援セン

ターが中心になって高齢者やそういう方々に支援を

してまいりたいというふうに考えております。 

それと介護予防事業ということでこれは各種事業、

機能訓練教室介護予防教室、いきいき男の栄養教室

等々の事業を継続してまいりやってまいりたいとい

うふうに考えております。 

それから、生活困窮者福祉ということで、生活保

護法に基づいて本人申請及び民生委員、地域からの

情報提供によって世帯の状況確認を行いながら生活

保護申請を含めた各種制度の活用をしていきたいと

いうふうに考えております。平成２３年２月末にお

きまして生活保護受給世帯につきましては１５世帯
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２３名が受給をされております。続きまして社会福

祉協議会の部分なんですけれどもこの部分について

は高齢者のための福祉事業ということで、ふれあい

学級を実施しております。参加料としては３００円、

平成２１年度におきましては７７名の平均参加者が

参加されております。 

次は、ふれあいサロンということで地域で生活し

ている高齢者等が気軽に集まってふれあいを通じて

生きがいづくり、仲間づくりの輪を広げ、また、心

身機能の維持向上を図るということで、平成２２年

度後半から週１回保健センターの１室を開放して、

２時間程度ですけれども解放して参加を呼びかけて

おります。その中で自由に自分の仲間だとか趣味の

手芸だとか、おしゃべりをして過ごしていただこう

ということで２２年度については、１回だいたい４

名から５名の参加です。この部分につきましては、

先ほど眞田議員からの質問もあったとおりこういう

場をお年寄りだけではなくて知的障害の方も、村内

におりますけれども、知的障害とか身体障害精神障

害のそういう方たちも含めまた児童も含めてもっと

オープンに解放していけるかどうかということで今

早急に検討をしている最中でございます。 

それから配食サービスということでボランティア

による配食サービスをしております。配食利用者に

ついては現在１１名ボランティアについては現在２

０名の方が従事していただいております。 

続きまして除雪サービスですけれども、この部分

につきましては社会福祉協議会に登録されてるボラ

ンティア、それから消防署職員それから保健福祉課

それから地域包括支援センターの職員ということで、

共同して除雪サービスを行っております。また、こ

れは老人医療費助成につきましてこれは７５歳以上

の高齢者の方について医療費の一部負担所得階層に

応じておりますけれども平成２１年度では延べ２０

５１件助成金額にしまして１０４万８，８００円と

いうことで実施をしております。 

それと老人クラブ連合会ということで９単位クラ

ブで現在構成されておりまして、現在総会員数が２

７９名おります。 

それとその他地域福祉事業ということで、新生活

運動推進事業としまして花いっぱい運動、お聞きに

なったことと思いますけれども、地域の環境美化児

童生徒に対する教育の一環として村内の小中学校へ

の花の苗を配布しております。 

それから各種貸付事業があります。生活福祉資金

貸付事業、生活援護資金貸付事業それから共同募金

それから地域福祉権利擁護事業学童生徒ボランティ

ア活動普及事業それからボランティア登録福祉感謝

券発行等々の事業を行っております。 

以上で終わらさせていただきます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：非常に多くの事業

を保健福祉センターで抱えていてすごいサービスだ

なと私も認識を新たにしたところでございます。ま

た本日の答弁で、うちの村でも虐待の事実があると

いうことをＤＶがあるということを再認識して、私

たち地域住民としてもそのことを認識しながら生活

しなければいけないのかなと思います。社会教育、

生涯学習について１項目目から質問をさせていただ

きましたが社会教育、生涯学習等とか高齢者の学習

だとか線を引くことなくたぶん私が思うところに社

会教育生涯学習一緒でもいいのかなと。この小さな

村であってお互い考えながらこれが生涯教育が生涯

学習だ、社会教育だまた福祉サービスや高齢者福祉

行政や地域福祉行政についても教育長答弁にあった

とおり、横断的なサービスが必要なのかなという気

がいたします。公共交通にしては総務課が所管する、

高齢者住宅に対しては建設課が所管するあくまでも

皆さんが同じ情報を共有してより良い村民のために、

より良い村の高齢者のために行政が行われる地域福

祉行政が行われるというようなことを願って、私の

質問を終わります。 

 以上です。 


